
◎
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
法
律
第
一
一
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
四
日
・
衆
議
院
財
務
金
融

委
員
会

）

○
麻
生
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
関
税
暫
定
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供

等
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
を
御

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て

御
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

政
府
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の

間
の
協
定
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
関
税
制
度
に
つ
い
て
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
牛
肉
に
係
る
特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
導
入
で
あ
り
ま

す
。豪

州
産
牛
肉
の
輸
入
数
量
が
一
定
の
数
量
を
超
え
た
場
合
に
、
適
用
さ

れ
る
税
率
を
協
定
に
よ
り
引
き
下
げ
ら
れ
た
税
率
か
ら
現
行
の
税
率
に
戻

す
特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
に
係
る
規
定
等
を
設
け
る
こ
と
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
飼
料
用
麦
に
係
る
関
税
の
撤
廃
に
必
要
な
制
度
の
整
備
で
あ

り
ま
す
。

飼
料
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
関
税

の
撤
廃
を
す
る
豪
州
産
麦
に
つ
き
ま
し
て
、
税
関
の
監
督
の
も
と
で
当
該

用
途
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
に
係
る
規
定
等
を
設

け
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
輸
入
貨
物
に
係
る
自
己
申
告
制
度
の
導
入
に
伴
う
所
要
の
規

定
の
整
備
で
あ
り
ま
す
。

輸
入
貨
物
に
関
し
て
、
輸
入
者
等
が
み
ず
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
で

あ
る
こ
と
を
自
己
申
告
す
る
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
税
関
が
当
該
輸
入
貨

物
の
原
産
国
を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
に
係
る
規
定
等
を
設
け
る
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
経
済
上

の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く

申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及

び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇



し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
）

○
古
川
禎
久
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
経
済
上
の

連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
適
確
な
実

施
を
確
保
す
る
た
め
、
牛
肉
に
係
る
特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
導
入
、

飼
料
用
麦
に
係
る
関
税
の
撤
廃
に
必
要
な
制
度
の
整
備
及
び
輸
入
貨
物
に

係
る
自
己
申
告
制
度
の
導
入
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

両
案
は
、
去
る
十
月
二
十
三
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
四
日
麻

生
財
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
九
日
、
質
疑
を
行

い
、
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
順
次
採
決

い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
両
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
附
帯
決

議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

第
九
条
の
二
に
定
め
る
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
税
関
長
の
承
認

要
件
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
製
造
工
場
の
経
営
状
況
の
明
確
化
が

図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
二
日
）

○
古
川
俊
治
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、日
本
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
経
済
連
携
協
定
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
牛
肉
に
係
る
特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
導

入
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
の
関
税
撤
廃
に
伴
う
措
置
の
導
入
及

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
の
確
認
手
続
の
整
備
等
に
関

し
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
輸
入

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
一



貨
物
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
産
飼
料
用
麦
の
食
糧
用
へ
の
横
流
れ
防
止
措
置
、
不
正
薬
物
の
水

際
取
締
り
強
化
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
一
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

飼
料
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
関

税
の
撤
廃
を
す
る
豪
州
産
麦
に
つ
い
て
は
、
税
関
の
監
督
の
下
で
当
該

用
途
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
製
造

工
場
に
対
す
る
税
関
長
の
承
認
要
件
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
製
造

等
に
係
る
検
査
を
適
切
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

一

輸
入
者
等
が
自
ら
貨
物
の
原
産
性
を
申
告
す
る
自
己
申
告
制
度
を
初

め
て
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
税
関
に
お
い
て
、
原
産
性
確
認
手
続

を
適
正
に
行
う
体
制
を
整
備
し
、
手
続
業
務
の
効
率
的
な
運
用
に
努
め

る
と
と
も
に
、
貿
易
関
係
者
等
へ
の
制
度
の
丁
寧
な
周
知
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
豪
州
税
関
当
局
か
ら
貨
物
の
原
産
性
の
事
後
確
認
に
資
す

る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
輸
出
者
等
の
営
業
秘
密
の

保
護
等
に
配
意
し
て
対
応
す
る
こ
と
。

一

外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
は
、
英
国
ロ
イ
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
に

お
け
る
日
本
の
損
害
保
険
会
社
の
再
保
険
業
務
等
へ
の
影
響
に
も
配
意

し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
「
税
源
浸
食
と
利
益
移
転
（
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
）」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
組
を
踏
ま
え
、
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
二


